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い
ず
れ
も
、
い
た
だ
い
た
ご
意

見
へ
の
個
別
回
答
は
行
い
ま
せ

ん
。
結
果
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
公
表
し
ま
す
。

□
都
市
再
生
整
備
計
画
北
部
副
次

核
形
成
地
区
（
第
３
期
）
事
後

評
価
原
案

〈
応
募
期
間
〉　
２
月
１
日
㈮
〜

１４
日
㈭
（
必
着
）

〈
応
募
方
法
〉　
意
見
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
ま
た
は

郵
送
・
メ
ー
ル
等
で
市
街
地
整
備

課
へ
。
原
案
の
公
表
と
意
見
用
紙

の
配
布
は
２
月
１
日
㈮
か
ら
市
街

地
整
備
課
で
行
う
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
で
き
ま
す

b
市
街
地
整
備
課
（
本
庁
舎
３

階
）
☎
９
６
３
＝
９
２
３
１
、
D

９
６
５
＝
０
９
４
８
、Hshigaichi

@city.koshigaya.lg.jp

□
使
用
料
等
の
あ
り
方
に
関
す
る

基
本
方
針
の
改
定
（
案
）　

　

平
成
１７
年
に
策
定
し
た
公
共
施

設
等
に
係
る
「
使
用
料
等
の
あ
り

方
に
関
す
る
基
本
方
針
」
に
つ
い

て
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に

対
応
す
る
た
め
、
基
本
方
針
の
改

定
を
行
い
ま
す
。
改
定
案
に
対
す

る
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

〈
応
募
期
間
〉　
２
月
１
日
㈮
〜

３
月
２
日
㈯

〈
応
募
方
法
〉　
意
見
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
行
政
管

理
課
に
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
情

報
公
開
セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎
２

階
）
、
各
地
区
セ
ン
タ
ー
に
設
置

す
る
ご
意
見
箱
へ
（
郵
送
・
メ
ー

ル
等
で
も
受
け
付
け
ま
す
）
。
改

定
案
の
閲
覧
と
意
見
用
紙
の
配
布

は
、
行
政
管
理
課
と
ご
意
見
箱
設

置
場
所
で
行
う
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
で
き
ま
す

b
行
政
管
理
課
（
第
二
庁
舎
３

階
）
☎
９
６
３
＝
９
３
１
３
、
D

９
６
５
＝
８
０
２
８
、
Hgyokan

@city.koshigaya.lg.jp

□
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会

a
２
月
１５
日
㈮
、
午
後
４
時
か
ら

　

d
中
央
市
民
会
館
４
階
第
２
会

議
室　

g
平
成
３０
年
度
実
施
計
画

事
業
の
主
な
取
組
状
況
に
つ
い
て

　

f
１０
人　

e
当
日
、
午
後
４
時

ま
で
に
直
接
会
場
へ　

b
人
権
・

男
女
共
同
参
画
推
進
課
☎
９
６
３

＝
９
１
１
３

□
越
谷
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審

議
会

a
２
月
１４
日
㈭
、
午
後
１
時
３０
分

か
ら　

d
中
央
市
民
会
館
５
階
特

別
会
議
室　

g
一
般
廃
棄
物
処
理

手
数
料
（
し
尿
・
粗
大
ご
み
・
そ

の
他
の
廃
棄
物
）
の
見
直
し
に
つ

い
て　

f
１０
人　

e
当
日
、
午
後

１
時
〜
１
時
３０
分
に
直
接
会
場
へ

　

b
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
☎
９
７

６
＝
５
３
７
１

□
越
谷
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協

議
会

a
２
月
１４
日
㈭
、
午
後
３
時
３０
分

か
ら　

d
市
役
所
第
三
庁
舎
１
階

会
議
室
１
・
２　

g
平
成
３１
年
度

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

（
案
）
に
つ
い
て
、
３１
年
度
越
谷

市
国
民
健
康
保
険
の
保
健
事
業
に

つ
い
て
な
ど　

f
１０
人
（
抽
選
）

　

e
当
日
、
午
後
３
時
１５
分
ま
で

に
直
接
会
場
へ　

b
国
民
健
康
保

険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
５
４

意 

見 

募 

集

傍
聴
す
る

●市役所での受け付け
〈期間〉　２月１８日（月）～３月１５日（金）、午前９
時～午後４時（土曜・日曜日を除く）

〈場所〉　市役所第二庁舎５階会議室Ａ～Ｃ
＊期間中は駐車場が大変混雑しますので、公共交
通機関をご利用ください
●出張受け付け
〈期間・場所〉　下表のとおり。時間はいずれも午前
９時～午後３時３０分
＊施設の安全管理上、午前８時３０分より前の来場
はご遠慮ください

＊上記の会場は、市・県民税の申告受付会場で
す。確定申告書の作成を希望する方は、３面の
「越谷税務署から確定申告のお知らせ」をご覧
ください

B市民税課☎963－9144

日　程 特　設　会　場
2月 1 日（金）
2月 4 日（月）
2月 5 日（火)
2月 6 日（水）
2月 7 日（木）
2月 8 日（金）
2月12日（火）
2月13日（水）
2月14日（木）

南越谷地区センター・大相模地区センター
桜井地区センター
川柳地区センター・大沢地区センター
荻島地区センター

北部市民会館

蒲生地区センター
増林地区センター・出羽地区センター
北越谷地区センター

市・県民税の申告受け付け

　インターネットの専
用のシステム（https://
zeisim.e-civion.net/tax-
project/tax/koshigaya_
top.html）から、申告
書を作成することがで
きます。作成した申告
書を印刷し、必要書類
を添えて郵送などでご
提出ください。
〈市ホームページからの
アクセス方法〉
「くらし・市政」→
「くらし・手続き」→
「税金」→「市民税・
県民税」→「個人住民
税の試算と申告書の作
成」のページ

インターネットで
市・県民税申告書を
作成できます

インターネットで
市・県民税申告書を
作成できます

　

平
成
３１
年
度
（
２
０
１
９
年
度
）

市
・
県
民
税
申
告
書
を
、
申
告
が
必

要
と
思
わ
れ
る
方
へ
１
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
し
た
。
申
告
が
必
要
と
な
る

方
で
、
申
告
書
が
届
か
な
か
っ
た
場

合
は
市
民
税
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◆
平
成
３１
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

に
住
所
を
有
し
、
確
定
申
告
の
必

要
が
な
い
方
の
う
ち
、
次
の
①
〜

⑥
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
事
業
（
農
業
、
営
業
等
）
を
営
む

②
不
動
産
収
入
（
地
代
・
家
賃
）
が

あ
っ
た

③
公
的
年
金
等
以
外
の
雑
所
得
が
あ

っ
た

④
市
・
県
民
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て

い
な
い
配
当
所
得
等
が
あ
っ
た

⑤
次
の
給
与
所
得
者

・
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が

市
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い

・
給
与
以
外
に
所
得
が
あ
り
、
そ
の

合
計
額
が
２０
万
円
以
下

⑥
次
の
公
的
年
金
等
所
得
者

・
年
金
以
外
に
所
得
が
あ
り
、
そ
の

合
計
額
が
２０
万
円
以
下

・
年
金
所
得
の
み
で
源
泉
徴
収
票
に

記
載
の
な
い
控
除
を
追
加
す
る

＊
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の

確
定
申
告
を
す
る
方
は
、
市
・
県

民
税
の
申
告
は
不
要
で
す

◆
市
内
に
住
所
の
な
い
方
で
、
市
内

に
事
務
所
や
事
業
所
、
ま
た
は
家

屋
敷
の
あ
る
方

①
源
泉
徴
収
票
（
給
与
所
得
・
公
的

年
金
等
）
ま
た
は
事
業
主
か
ら
の

支
払
証
明
書

②
事
業
所
得
者
・
不
動
産
所
得
者
は

収
支
の
分
か
る
帳
簿
等

③
国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年
金
保

険
料
、
介
護
保
険
料
、
生
命
保
険

料
、
地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除
を

受
け
る
方
は
控
除
証
明
書
ま
た
は

支
払
っ
た
額
の
分
か
る
領
収
書
等

④
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
医
療

費
控
除
の
明
細
書
、
医
療
費
控
除

の
特
例
制
度
を
受
け
る
方
は
セ
ル

フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明

細
書
お
よ
び
一
定
の
取
り
組
み
を

行
っ
た
証
明
書

＊
３０
年
度
申
告
か
ら
、
原
則
各
明
細

書
の
添
付
が
必
要
と
な
り
、
領
収

書
の
添
付
・
提
示
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
内
容
確
認
の
た

め
後
日
提
示
を
求
め
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
領
収
書
は
法
定
納

期
限
か
ら
５
年
間
保
管
し
て
く
だ

さ
い

⑤
印
鑑

⑥
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通

知
カ
ー
ド
と
運
転
免
許
証
、
健
康

保
険
の
被
保
険
者
証
な
ど
の
本
人

確
認
書
類

　

申
告
書
と
一
緒
に
お
送
り
し
た

「
申
告
の
手
引
き
」
に
記
載
例
を
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
該
当
欄
に
記

入
し
、
次
の
書
類
を
添
付
し
て
返
信

用
封
筒
で
ご
郵
送
く
だ
さ
い
。

Ａ　
年
末
調
整
済
み
の
給
与
所
得
者

は
申
告
書
と
源
泉
徴
収
票

Ｂ　
Ａ
以
外
の
方
は
申
告
書
と
前
記

の
「
申
告
に
必
要
な
も
の
」
の
①
〜

④
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
お
よ
び

⑥
の
コ
ピ
ー

◆
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

　

市
・
県
民
税
申
告
書
裏
面
⑦
「
前

年
課
税
所
得
が
な
か
っ
た
方
の
記
入

欄
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
ご
郵

送
く
だ
さ
い
。

◆
事
業
専
従
者
の
い
る
事
業
主
の
方

　

事
業
専
従
者
の
方
に
は
申
告
書
を

お
送
り
し
ま
せ
ん
。
事
業
主
の
方
は

ご
自
身
の
申
告
の
際
に
必
ず
「
事
業

専
従
者
」
の
欄
に
必
要
事
項
を
ご
記

入
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
専
従
者
の
給

与
支
払
報
告
書
を
直
接
市
民
税
課
へ

ご
提
出
く
だ
さ
い
（
郵
送
で
も
受
け

付
け
ま
す
）
。

　

申
告
を
し
な
い
と
、
年
金
、
住
宅

ロ
ー
ン
、
保
育
所
入
所
や
公
営
住
宅

入
居
の
申
請
等
の
際
に
必
要
と
な
る

各
種
証
明
書
（
課
税
・
非
課
税
・
納

税
証
明
書
等
）
を
発
行
で
き
ま
せ

ん
。
期
限
内
に
申
告
を
済
ま
せ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

　

保
険
税
（
料
）
や
高
額
療
養
費
等

の
算
定
を
行
う
た
め
、
所
得
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
国
民
健
康
保
険
・
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て

い
る
方
お
よ
び
そ
の
世
帯
主
の
方

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
高
額
療

養
費
等
の
算
定
に
お
い
て
は
世
帯
全

員
）
は
、
３
月
１５
日
㈮
ま
で
に
申
告

を
済
ま
せ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

世
帯
に
一
人
で
も
未
申
告
の
方
が

い
る
と
、
当
該
年
度
の
保
険
税

（
料
）
の
軽
減
判
定
や
高
額
療
養
費

の
所
得
区
分
等
の
判
定
が
で
き
ま
せ

ん
。

b
国
民
健
康
保
険
課
▽
国
民
健
康
保

険
に
つ
い
て
…
☎
９
６
３
＝
９
１
４

６
、
▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ

い
て
…
☎
９
６
３
＝
９
１
７
０

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
書
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す

申
告
を
し
な
い
と

こ
ん
な
と
き
に
困
り
ま
す

次
の
よ
う
な
方
は

税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す
申告は

お早めに

市
・
県
民
税

申
告
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
係
る
保
険
税
（
料
）
等

の
算
定
の
た
め
、
所
得
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す


